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※研修資料は、令和5年12月19日開催 社会保障審議会（介護給付費分科会）資料『令和6年度介護報酬改定に関する

審議報告』、令和6年1月22日開催 社会保障審議会（介護給付費分科会）資料1『令和6年度介護報酬改定の主な事項

について』、参考資料1『令和6年度介護報酬改定における改定事項について』をもとに作成しております。



【総 論】
人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、

１. 地域包括ケアシステムの深化・推進
２. 自立支援・重度化防止に向けた対応
３. 良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり
４. 制度の安定性・持続可能性の確保

を基本的な視点として、介護報酬改定を実施する。
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Ⅰ. 令和６年度介護報酬改定に係る基本的な考え方



Ⅱ. 令和６年度介護報酬改定の対応

１. 地域包括ケアシステムの深化・推進

⑴ 質の高い公正中立なケアマネジメント

① 居宅介護支援における特定事業所加算の見直し

② 居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて

介護予防支援を行う場合の取扱い

③ 他のサービス事業所との連携によるモニタリング
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①居宅介護支援における特定事業所加算の見直し
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② 居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援
を行う場合の取扱い
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② 居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援
を行う場合の取扱い
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② 居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援
を行う場合の取扱い
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③ 他のサービス事業所との連携によるモニタリング
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③ 他のサービス事業所との連携によるモニタリング
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Ⅱ. 令和６年度介護報酬改定の対応

１. 地域包括ケアシステムの深化・推進

⑶ 医療と介護の連携の推進

⑩ 入院時情報連携加算の見直し

⑪ 通院時情報連携加算の見直し
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⑩ 入院時情報連携加算の見直し
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⑩ 入院時情報連携加算の見直し
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⑪ 通院時情報連携加算の見直し
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Ⅱ. 令和６年度介護報酬改定の対応

１. 地域包括ケアシステムの深化・推進

⑷ 看取りへの対応強化

⑥ ターミナルケアマネジメント加算等の見直し
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⑥ ターミナルケアマネジメント加算等の見直し

15



⑥ ターミナルケアマネジメント加算等の見直し
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Ⅱ. 令和６年度介護報酬改定の対応

１. 地域包括ケアシステムの深化・推進

⑸ 感染症や災害への対応力向上

④ 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
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④ 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
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④ 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
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④ 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
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Ⅱ. 令和６年度介護報酬改定の対応

１. 地域包括ケアシステムの深化・推進

⑹ 高齢者虐待防止の推進

① 高齢者虐待防止の推進

② 身体的拘束等の適正化の推進
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① 高齢者虐待防止の推進
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① 高齢者虐待防止の推進
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② 身体的拘束等の適正化の推進

24



Ⅱ. 令和６年度介護報酬改定の対応

１. 地域包括ケアシステムの深化・推進

⑻ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の見直し

① 一部の福祉用具に係る貸与と

販売の選択制の導入
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① 一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入
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Ⅱ. 令和６年度介護報酬改定の対応

２. 自立支援・重度化防止に向けた対応

⑴ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等

⑫ ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化
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⑫ ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化
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⑫ ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化
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Ⅱ. 令和６年度介護報酬改定の対応

３. 良質なサービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり

⑵ 生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくり

① テレワークの取扱い

⑦ 人員配置基準における両立支援への配慮
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① テレワークの取扱い
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⑦ 人員配置基準における両立支援への配慮
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Ⅱ. 令和６年度介護報酬改定の対応

３. 良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり

⑶ 効率的なサービス提供の推進

① 管理者の責務及び業務範囲の明確化

⑭ 公平中立性の確保のための取組の見直し

⑮ 介護支援専門員１人当たりの取扱件数（報酬）

⑯ 介護支援専門員１人当たりの取扱件数（基準）
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① 管理者の責務及び兼務範囲の明確化
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⑭ 公平中立性の確保のための取組の見直し
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⑮ 介護支援専門員１人当たりの取扱件数（報酬）
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⑮ 介護支援専門員１人当たりの取扱件数（報酬）
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⑯ 介護支援専門員１人当たりの取扱件数（基準）
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Ⅱ. 令和６年度介護報酬改定の対応

４. 制度の安定性・持続可能性の確保

⑴ 評価の適正化・重点化

⑧ 同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント
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⑧ 同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント
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Ⅱ. 令和６年度介護報酬改定の対応

５. その他

① 「書面掲示」規制の見直し

② 特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び

中山間地域に居住する利用者へのサービス提供加算の

対象地域の明確化
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① 「書面掲示」規制の見直し
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② 特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に

居住する利用者へのサービス提供加算の対象地域の明確化
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Ⅲ. 居宅介護支援・介護予防支援 基本報酬
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Ⅳ. さいごに ～介護予防支援の指定にあたって～

令和６年４月１日から施行される介護保険法の一部改正により、

居宅介護支援事業所も仙台市から指定を受け「介護予防支援事業」

を実施することが可能になります。
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Ⅳ. さいごに ～介護予防支援の指定にあたって～

【申請時期】

居宅介護支援の指定と同様に、各月の1日若しくは15日に指定を行います。

1日に指定希望の場合はその指定日の前々月末日、15日に指定希望の場合

はその指定日の前月14日までに申請書を提出してください。

申請書を受理後、原則として1カ月程度の審査後に指定を行います。

⇒令和６年４月１日付で指定を受ける場合には、

申請書は令和６年２月２９日（木）必着です。
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Ⅳ. さいごに ～介護予防支援の指定にあたって～

【申請に必要な書類】

47



Ⅳ. さいごに ～介護予防支援の指定にあたって～

【申請に必要な書類】
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①

②



Ⅳ. さいごに ～介護予防支援の指定にあたって～

【申請に必要な書類】

・登記事項証明書について

目的欄に指定を受けようとする事業の記載が必要です。

介護予防支援の場合は、

「介護保険法に基づく介護予防支援事業」

と記載されている必要があります。
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